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個
人
株
主
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
向
上
へ
の
取
組
み

本
年
６
月
総
会
に
お
け
る

運
営
上
の
留
意
点

第１章

三
井
住
友
信
託
銀
行
㈱
　
ガ
バ
ナ
ン
ス
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部

法
務
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
チ
ー
ム
調
査
役
・
弁
護
士

大
平
　
有
紀

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
個
人
株
主
の
市
場
に
お
け
る
影
響
力
が

増
す
な
か
、株
主
総
会
の
場
を
活
用
し

て
、個
人
株
主
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
や

議
決
権
行
使
率
の
向
上
を
図
る
こ
と
の

重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。

●
株
主
総
会
当
日
ま
で
の
取
組
み
と
し

て
、株
主
宛
て
の
発
送
物・情
報
発
信
の

工
夫
、個
人
株
主
向
け
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
の
活
用
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

●
株
主
総
会
当
日
の
取
組
み
と
し
て
、株

主
の
関
心
事
に
沿
っ
た
説
明
の
充
実
、事

前
質
問
の
受
付
に
よ
る
双
方
向
で
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。

●
直
近
の
株
主
総
会
に
お
け
る
質
問
の
動

向
も
踏
ま
え
て
準
備
を
行
う
必
要
が
あ

る
。

は
じ
め
に

新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の
開
始
等
を
背
景

に
、
個
人
に
よ
る
株
主
投
資
が
活
発
化
し

て
い
る
。
個
人
株
主
数（
名
寄
せ
人
数
）

は
、
１
、５
９
９
万
人
と
過
去
最
高
値
を

更
新
し
て
お
り
⑴
、
市
場
全
体
に
お
い
て

も
、
個
人
・
そ
の
他
の
株
主
が
割
合
に
し

て
17
・
３
％
の
株
式
を
保
有
⑵
す
る
な
ど
、

個
人
株
主
の
存
在
感
・
影
響
力
は
増
し
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

発
行
企
業
側
で
は
、
個
人
株
主
と
の
積

極
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、

企
業
に
対
す
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の

向
上
を
図
る
取
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
発
現

の
最
た
る
も
の
で
あ
る
議
決
権
行
使
に
つ

い
て
、
個
人
株
主
の
議
決
権
行
使
率
は
約

4
割
⑶
と
、
低
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

個
人
株
主
の
市
場
に
お
け
る
存
在
感
・
影

響
力
が
増
す
な
か
、
個
人
株
主
の
企
業
に

対
す
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
向
上
さ

せ
、
自
社
の
取
組
み
へ
の
信
任
を
得
る
こ

と
、
ま
た
、
そ
の
信
任
を
よ
り
多
く
の
個

人
株
主
に
議
決
権
行
使
と
い
う
形
で
表
明

し
て
も
ら
う
こ
と
は
、
発
行
企
業
に
と
っ

て
今
ま
で
以
上
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
で

あ
ろ
う
。

本
章
で
は
、本
年
６
月
総
会
に
向
け
て
、

個
人
株
主
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
向
上
、

議
決
権
行
使
率
向
上
を
図
る
取
組
み
や
、

株
主
総
会
運
営
の
工
夫
に
つ
い
て
紹
介
す

る
。
な
お
、文
中
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
、

筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら

か
じ
め
申
し
添
え
る
。

⑴　

日
本
証
券
業
協
会「
個
人
株
主
の
動
向
に
つ
い
て
」

（h
ttp
s://w

w
w
.jsd

a.o
r.jp
/sh
iryo

sh
itsu

/
tou
kei/2024kozin

kabu
n
u
sidou

kou
.pdf

）

（
２
０
２
５
年
７
月
）

⑵　

日
本
取
引
所
グ
ル
ー
プ「
２
０
２
４
年
度
株
式
分
布
状
況

調
査
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
」（https://w

w
w
.jpx.co.jp/

m
arkets/statistics-equities/exam

ination/01.
htm
l

）（
２
０
２
５
年
７
月
４
日)

⑶　

信
託
協
会「
上
場
企
業
の
株
主
総
会
に
お
け
る
個
人
株
主

等
の
議
決
権
行
使
状
況
に
つ
い
て
」（https://w

w
w
.

shintaku-kyokai.or.jp/archives/013/202511/
N
R20251104.pdf

）（
２
０
２
５
年
11
月
４
日
）

株
主
総
会
当
日
に
向
け
た

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
向
上

策株
主
総
会
当
日
に
向
け
て
は
、
株
主
総

会
で
予
定
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、

い
か
に
個
人
株
主
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す

い
発
信
を
行
い
、
議
決
権
行
使
を
促
す
こ

と
が
で
き
る
か
が
重
要
に
な
る
。

⑴
　
議
決
権
行
使
の
重
要
性
に
か
か

る
理
解
促
進

そ
も
そ
も
、
議
決
権
行
使
と
い
う
行
為

の
意
義
や
重
要
性
を
認
識
し
て
い
な
い
個

人
株
主
は
一
定
数
存
在
す
る
。
当
社
が
実

施
し
た
個
人
株
主
の
議
決
権
行
使
に
関
す

る
意
識
調
査
⑷
に
お
い
て
は
、
議
決
権
と

い
う
権
利
に
つ
い
て
、「
聞
い
た
こ
と
は
あ

る
が
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
」、「
知
ら
な

い
」と
答
え
た
株
主
が
21
・
３
％
み
ら
れ

た
。
ま
た
、
議
決
権
行
使
の
重
要
性
に
つ

い
て
、「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」、「
重
要

で
あ
る
と
思
わ
な
い
」と
の
回
答
は
32
・

５
％
に
及
ん
だ（
図
表
１
）。
新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ


